
第5回あんき会　　自治基本条例資料②

自治基本条例　構成比較

名称 ①ニセコ町まちづくり基本条例 ②宝塚市まちづくり基本条例 ③清瀬市まちづくり基本条例 ④伊丹市まちづくり基本条例 ⑤東海市まちづくり基本条例

構成

前文
第　１章　目的
第　２章　まちづくりの基本原則
第　３章　情報共有の推進
第　４章　まちづくりへの参加の推進
第　５章　コミュニティ
第　６章　議会の役割と責務
第　７章　町の役割と責務
第　８章　まちづくりの協働過程
第　９章　財政
第１０章　評価
第１１章　町民投票制度
第１２章　連携
第１３章　条例制定等の手続
第１４章　まちづくり基本条例の位置付け等
第１５章　この条例の検討及び見直し
附則
（全５７条）

前文
第　１条　目的
第　２条　まちづくりの基本理念
第　３条　市の責務
第　４条　市長の責務
第　５条　職員の責務
第　６条　市民の権利と責務
第　７条　説明責任
第　８条　情報の共有
第　９条　情報の公開及び提供
第１０条　個人情報の保護
第１１条　行政手続
第１２条　総合的な市政の推進
第１３条　他の地方公共団体等との連携
第１４条　総合計画等
第１５条　行政評価
第１６条　財政の仕組み
第１７条　(市民投票)
第１８条　条例の位置付け
附則
（全１８条）

前文
第１章　総則
第２章　市民参加への条件の整備
第３章　市民参加の原則
第４章　責任
第５章　条例の改正
附則
（全１５条）

前文
第　１条　目的
第　２条　基本理念
第　３条　市民の権利
第　４条　市民の責務
第　５条　市の責務
第　６条　情報の共有
第　７条　対話の場の設置
第　８条　市民意見表明制度の実施
第　９条　行政評価の実施
第１０条　審議会等の委員
第１１条　学習の機会の提供その他の支援
第１２条　市民投票の実施
第１３条　この条例の位置づけ
付則
（全１３条）

前文
第　１条　目的
第　２条　定義
第　３条　基本理念
第　４条　市民の権利
第　５条　市民の責務
第　６条　市の責務
第　７条　市長の責務
第　８条　総合的な市政の推進
第　９条　総合計画等
第１０条　情報の共有、公開及び提供
第１１条　個人情報の保護
第１２条　行政手続
第１３条　説明責任
第１４条　行政評価
第１５条　財政の仕組み行政評価
第１６条　市民投票
第１７条　市外の人々との交流
第１８条　他の地方公共団体等との連携
第１９条　この条例の位置付け
附則
（全１９条）

名称 ⑥多摩市自治基本条例 ⑦大和市自治基本条例 ⑧知立市まちづくり基本条例 ⑧豊田市まちづくり基本条例 ⑩日進市自治基本条例

構成

前文
第１章　  総則
第２章　  基本原則
　第１節　基本原則
　第２節　市民の役割
　第３節　コミュニティの役割
　第４節　市議会の役割
　第５節　市長の役割
　第６節　市の執行体制
第３章　  情報の共有
第４章　  参画・協働
　第１節　参画・協働
　第２節　参画の形態
　第３節　参画への支援
第５章　  住民投票
第６章　  自治推進委員会の設置等
附則
（全３１条）

前文
第１章　  総則
第２章　  自治の基本原則
第３章　  市民
　第１節　市民
　第２節　地域コミュニティ
第４章　  市議会
第５章　  市長
第６章　  行政運営の原則
　第１節　総合計画
　第２節　執行機関
　第３節　財政
第７章　  厚木基地
第８章　  住民投票
第９章　  その他
附則
（全３３条）

前文
第　１条　目的
第　２条　定義
第　３条　まちづくりの基本理念
第　４条　市民の権利
第　５条　市民の責務
第　６条　コミュニティ
第　７条　市議会の責務
第　８条　市の責務
第　９条　市長の責務
第１０条　情報公開及び提供
第１１条　個人情報の保護
第１２条　説明・応答責任
第１３条　総合計画等
第１４条　他の地方公共団体等との連携
第１５条　市民意見提出手続
第１６条　審議会等
第１７条　住民投票
第１８条　まちづくり委員会
第１９条　位置付け
第２０条　見直し
第２１条　委任
附則
（全２１条）

前文
第１章　　総則
第２章　　まちづくりの基本的な原則
第３章　　自治を担う主体
　第１節　市民
　第２節　議会
　第３節　執行機関
第４章　　参画と共働
第５章　　市政経営の基本事項
附則
（全２８条）

前文
第１章　総則
第２章　自治の基本原則
第３章　市民の権利
第４章　市民、市議会及び市長等の役割と責
務
第５章　参加と協働
第６章　市政の組織及び運営
第７章　住民投票
第８章　条例の遵守等
附則
（全２８条）


